
令和４年４月19日
IPネットワーク設備委員会

「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち
「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した

電気通信設備に係る技術的条件」の検討開始

資料163－２



1検討の背景等

○ 近年、情報通信分野における技術の進展により、通信ネットワークへの仮想化技術の導入やクラウド・サービスの活用
が進み、多様な電気通信設備等を使用した通信ネットワークの構築等が行われるようになり、関与するステークホルダー
が増加し、通信サービスの提供構造の多様化・複雑化等が進んでいる。

○ 情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」（令和
３年12月８日）においては、MVNOやBWA事業者への音声伝送携帯電話番号の指定を可能とすることが適当とさ
れており、通信サービスの提供構造の多様化・複雑化等が今後更に進展すると考えられる。

○ また、「電気通信事業ガバナンス検討会」においては、利用者が安心して利用でき、高い信頼性を有する通信サービ
スの確保に向けた検討が行われ、同検討会報告書（令和4年2月18日）には、多様な事業者による仮想化技術等
を活用して提供される設備や機能など、通信サービスを提供する設備が多様化している状況を踏まえ、電気通信事業
者に対する技術基準の対象範囲等の見直しを行うことが必要である旨の提言がなされている。

○ こうした状況下においても、国民生活や社会経済活動の重要なインフラになっている様々な通信サービスを安定的に
提供できる通信ネットワークを確保していくことを目的として、IPネットワーク設備委員会において、通信ネットワークの多
様化・複雑化等に対応した電気通信事業の用に供する電気通信設備に係る技術的条件について検討を行い、現行
の電気通信事業法に基づく技術基準等の見直しを行う必要がある。

検討の背景

検討体制

検討事項

答申を希望する時期

「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」（平成17年10月31日付け諮問第2020号）のうち
「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」

第一次（検討事項①）： 令和４年９月頃、 第二次（その他の検討事項）： 令和４年12月頃

IPネットワーク設備委員会（主査：相田 仁 東京大学大学院工学系研究科教授）において検討を行う。

①自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNO・BWA事業者に係る技術基準の検討

②仮想化技術等の進展を踏まえた技術基準の対象範囲等の見直しに関する検討
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①自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNO・BWA事業者に係る技術基準の検討



3音声伝送携帯電話番号（090/080/070)の指定に係る現状と情報通信審議会答申における方向性

 自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けようとする場合、携帯電話の基地局の免許等を受けていることが条件の一つであり、
当該条件を満たすことが可能なのはMNOのみである。（現在、全国MNO４グループ全てが同番号の指定を受けている。）

• このほか、自ら同番号の指定を受ける条件として、事業用電気通信設備に係る技術基準へ適合し、自己確認を行うこと
等がある。当該条件も同様に、MNOのみ満たすことが可能。

• その他、同番号の使用の条件として、緊急通報、番号ポータビリティを可能とすることが求められる。

MVNOからの要望

制度の現状

 現行制度下において、MVNOは音声伝送携帯電話番号を
使用したサービスを利用者に提供するため、MNOから卸電気
通信役務の提供を受ける必要がある。

 一部MVNOから、今後自社が設置するIMS※をMNOと接続
することによる音声相互接続を実現し、ホストMNOに縛られず
能動的に多様な付加価値サービスの創出・提供を実現する
観点から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けたい
旨の要望がある。

 現行制度において、音声伝送携帯電話番号は役務提供に使用される設備を識別する番号として規定されている。
 その指定に当たっては、携帯電話の基地局の免許等を有していることを条件としており、同番号は携帯電話基地局免
許を有するMNOでなければ指定を受けることができない。

BWA事業者からの要望
 「デジタル変革時代の電波政策懇談会」において、現在の制

度では「主としてデータ伝送」のシステムとして定義されている
BWA(Broadband Wireless Access)について、携帯
電話と同等の音声利用が可能になったことを踏まえ、その音声
利用を認める方針が示された。

 こうした動向を受けて、地域BWAサービスを提供する事業者
から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けて音声サー
ビスを提供したいとの要望がある。

 携帯電話の基地局の免許等を受けることに代えて、音声サービスを提供するための交換設備等を設置することにより、
当該サービスの提供が可能となるMVNOやBWA事業者にも音声伝送携帯電話番号の指定ができるようにする。

 MVNOやBWA事業者への電気通信番号の指定条件は現在MNOに課せられている条件と原則同等とする。

 緊急通報についてはMNO等のネットワークを介した提供も認める。

情報通信審議会答申「デジタル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」における方向性

(※) IP Multimedia Subsystem：VoIPによる電話、音声、映像の
送受信を含むマルチメディアサービスの提供基盤。



4自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNOに係る技術基準の検討

 MVNOが音声伝送携帯電話番号の指定を自ら受けるためには、MNOと同等の要件（※一部例外あり）を満たすことが必要。

 原則としてMNOと同等の技術基準が求められることを前提に、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNOに求めら
れる技術基準を検討。

※MNOが音声伝送携帯電話番号の指定を受ける際の要件である「基地局の免許等を受けていること」の代替となる要件を課す。
• 音声呼の制御に必要な設備（IMS(＊１)等）を設置すること
• 加入者情報の管理・認証に必要な設備（HLR/HSS(＊２)等）を設置するとともに、IMSI(＊３)の指定を受けること
• MNOが提供するエリアとする全国での発着信が可能となるようホストMNOとの連携を行うこと

※MVNOの保有設備や事業規模を考慮すると、MVNOが自ら全国の緊急通報受理機関に接続することは実施困難性が高いため、
緊急通報の提供については、MNO等からの卸提供や、MVNO等の事業者間連携を許容する。

(＊１) IP Multimedia Subsystem：VoIPによる電話、音声、映像の送受信を含むマルチメディアサービスの提供基盤。
(＊２) Home Location Register/Home Subscriber Server：携帯電話番号、端末の所在地、顧客の契約状況といった顧客情報を管理するデータベース。
(＊３) International Mobile Subscription Identity：電気通信回線設備に接続された端末設備を識別するための番号であり、加入者識別に使用される。

MVNOによるMNOネットワーク利用イメージ
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5自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるBWA事業者に係る技術基準の検討

コア機能を提供する事業者が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合の実現イメージ

 原則としてMNOと同等の技術基準が求められることを前提に、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるBWA事業者に求
められる技術基準を検討する。

 自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるBWA事業者として、伝送路設備やコア設備を自ら設置してBWAサービスを提供
する事業者が想定される。

 それに加え、コア設備を自ら設置せずに他者から提供を受けることで地域BWAサービスを提供する事業者が存在することを

踏まえ、コア機能を提供する事業者（コア機能提供事業者）が音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合に課すべき技術基準
を検討。
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②仮想化技術等の進展を踏まえた技術基準の対象範囲等の見直しに関する検討



7通信サービスを提供する通信ネットワークの多様化

 仮想化技術等の進展によって、ハードウェアのリソースについて、その物理的な構成にとらわれず論理的に統
合したり分割したりすることができるようになり、通信ネットワーク構築の自由度が高まってきている。

 また、グローバルにもこうした技術の導入が進んでおり、仮想化された機能については他者が設置する設備上
に実装することも可能となっていることから、通信ネットワークの提供構造はより一層複雑化してきている。

移動通信ネットワークの構成イメージ

コアネットワーク

位置登録
管理制御

認証制御
通信経路

制御

移動制御装置

ゲートウェイ（基地局からのデータを集約）

伝送品質
制御

データ転送
通信経路

制御

仮想化によって、制御機能については外部の事業者が設置する設備上に
実装することが可能

【コアネットワークの機能の外部化に関する動き】
• 2021年6月、米国の通信事業者AT&Tが、仮想化した

コアネットワークの機能をクラウド事業者に移管する旨、
発表。

• 2022年3月、NTTドコモとNECが、5Gコアネットワーク

の機能を外部のクラウド・サービスと連携して動作させ
るための技術検証を実施する旨、発表。

出典：AT&T「AT&T Moves 5G Mobile Network to Microsoft Cloud」（2021年6月30日）、
NECプレスリリース「ドコモとNECがアマゾンウェブ サービスを活用しハイブリッドクラウド上で
動作する5Gネットワーク装置の技術検証に着手」（2022年3月1日）
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8仮想化技術等の進展を踏まえた技術基準の対象範囲に関する検討

 伝送路設備と一体として設置される交換設備は、技術基準の適用対象。

 電気通信設備の一部に外部の事業者が設置する他者設備を使用する場合、当該他者設備については、利
用者への影響が軽微なものとして、技術基準への適合維持義務が除外される場合がある。

＜通信サービスを提供する機能の外部化のイメージ＞

制度の現状

端末
基地局

交換設備

伝送機能

制御機能 中継局
他の事業者の
ネットワーク

伝送機能

制御機能

交換設備

伝送機能

制御機能

IoTサービス

電気通信回線設備

従来は交換設備に紐付いていた機能が分離され、
仮想化されて外部の設備上に実装

仮想化された設備、機能
他者設備については、技術基準の適用が
除外される場合がある。

 従来は交換設備に紐付いていた機能が仮想化され他者設備上に実装された場合について、技術基準の適用対象と
すべき設備の範囲を検討。

＜検討の進め方（案）＞

 クラウド・サービスの活用に見られるように、外部の事業者が設置する他者設備が電気通信回線設備の一部として利用
されてきていることを踏まえ、電気通信事業者によるクラウド・サービスの利用状況やクラウド事業者により提供される
サービスの具体的な内容（提供される機能、冗長性の考え方、サービスレベル等）について調査を進める。

 当該調査結果を踏まえつつ、通信サービスの円滑な提供を確保するため、他者設備も含めて、技術基準の適用対象と
すべき設備やサービスの範囲を明確化する。



9今後の検討スケジュール（案）

2022年
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・関係者
ヒアリング

4/11

・検討課題の整理
・関係者ヒアリング
・作業班設置

・論点
整理

・第一次報告
取りまとめ

・一部答申

・第一次報告案 ・第二次報告案 ・第二次報告
取りまとめ

・一部答申

パブコメ

・IPNW設備委員会での
検討開始の報告

パブコメ

【自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるMVNO・BWA事業者に係る技術基準の検討】

・関係者ヒアリング
・論点整理 等

・報告案

【その他の検討課題】

・報告案
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